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原議保存期間 10年(平成40年３月３１日まで）

有 効 期 間 一種（平成35年３月３１日まで）

各 地 方 機 関 の 長 警 察 庁 丙 運 発 第 7 号

各都道府県警察の長
殿

警察庁丙交企発第8 1号

（参考送付先） 警察庁丙交指発第1 4号

各附属機関の長 平 成 2 9 年 ４ 月 ４ 日

警 察 庁 交 通 局 長

二輪車安全運転推進委員会が行う二輪車安全運転講習及び原付安全運転講習に対す

る協力について（通達）

この度、一般財団法人全日本交通安全協会において二輪車安全運転推進委員会に関する

要綱等を改正したことに伴い、同協会会長から、別添写しのとおり、同委員会が行う二輪

車安全運転講習及び原付安全運転講習の実施等について協力の要請がなされたところであ

るが、これらの講習は自動二輪車及び原動機付自転車による交通事故を抑止する上で有効

と認められるので、積極的に協力されたい。

なお、「二輪車安全運転推進委員会が行う原付等安全講習に対する協力について」（平成

16年１月27日付け警察庁丙運発第４号、警察庁丙交企発第10号、警察庁丙運発第６号）は、

廃止する。






